　
粉じん発生施設設置（使用・変更）届出書
                                                                                年　　月　　日　
　　（あて先）札　幌　市　長
      
                                         届出者                 			

　北海道公害防止条例第25条（第26条，第27条）の規定により，粉じん発生施設について，次のとおり届け出ます。
	
	
	※
	年　　月　　日

	
	
	※
	

	
	
	※
	

	
	
	※
	

	
	
	粉じん発生施設の種類
	

	
	　　ｍ２（　　ｍ２）
	粉じん発生施設の構造・使用及び管理の方法並びに粉じんの処理の方法
	別紙のとおり。

	
	□工専，□工業
□準工業　□商業
□その他（　　　　）
	
	

	
	
	
	□有　　□無
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（責任者氏名）
	
	
	


　備考　１　粉じん発生施設の種類の欄には，北海道公害防止条例施行規則別表第２に掲げる該当の番号及び名称を記載すること。
２　変更届出の場合は，変更のある部分について変更前及び変更後の内容を対照させること。
３　※印の欄には，記載しないこと。
４　届出書及び別紙の用紙の大きさは，図面，表等やむを得ないものを除き，日本工業規格Ａ４とすること。
５　氏名欄（名称及び代表者氏名）に署名した場合，押印を省略できます。
